
国立国語研究所所長室会議規程 

 

平成３０年 ４月 １日 

国語研規程  第８３号 

  改正 令和 ５年 ４月 １日 

改正 令和 ７年 ４月 １日 

 

（設置） 

第１条 国立国語研究所（以下「研究所」という。）に，研究所の重要事項を審議するため，所長室会

議（以下「会議」という。）を置く。 

 

（組織） 

第２条 会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１）所長 

（２）副所長 

（３）研究主幹 

（４）センター長 

（５）総合研究大学院大学先端学術院先端学術専攻日本語言語科学コース長 

（６）管理部長 

２ 会議に，管理部の課長及び室長は出席するものとする。 

 

（議長） 

第３条 会議に議長を置き，所長をもって充てる。 

２ 議長は会議を主宰する。 

３ 議長に事故があるときは，あらかじめ議長が指名する者がその職務を行う。 

 

（会議） 

第４条 会議は，議長が招集し，委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。 

 

（意見の聴取） 

第５条 議長は，必要に応じて委員以外の者に出席を求め意見を聴取することができる。 

 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は，管理部総務課において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は所長が定める。 

 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 



附 則 

この規程は，令和７年４月１日から施行する。 


